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次期広島市発達障害者支援体制づくり推進プログラム 骨子案（新旧比較）  
 

【全体的な見直しについて】 

・ プログラムの構成を見直し、取組の柱３「保育園等・幼稚園・学校及び地域における支援の充実」の「⑶ 地域」と柱４「就労支援の充実」を統合し、(新)柱の４「地域生活支援及び就労支援の充実」としました。 

・ 各柱についての説明文が、プログラム本文の２ページ目と第２章の該当ページにそれぞれ記載されていますが、文章が異なることから、統一を図りました。 

・ 「強度行動障害」については、現段階の案として、柱５「相談支援の充実」（※柱４に再掲）及び柱６「発達障害についての理解の促進と差別解消等に向けた取組の推進」において言及する案としています。なお、上

位計画である次期「広島市障害者計画（2024-2029）」の協議において、強度行動障害についての検討が続いているため、当該検討状況を踏まえ、本プログラム案も修正していく可能性があります。 

・ 文言についての精査は、上位計画である「広島市地域共生社会実現計画」や「広島市障害者計画」等を踏まえ、随時行っていく予定です。今回の資料では、発達障害児を含む発達障害のある方全体を指す場合は「発達

障害者」、発達障害児のみを指す場合は「発達障害児」としています。 

・ 担当課については、メインの担当課のみの記載としました。 

・ 重複すると考えられる事業・取組については、整理・統合しました。また、事業・取組が２つ以上の目的に資すると考えられるものについては再掲することとし、メイン以外の項目について「（再掲）」としました。 

・ 以下の各表の左側が現行、右側が骨子案となります。変更箇所は赤字下線部分となります。また、点線囲い部分は補足説明等です（プログラム本文には掲載しません）。 

 

第１章 プログラムの概要 
 

第１章 プログラムの概要 

１ 策定の趣旨 
医療・保健・福祉・教育・労働等の関係機関が連携を図り、共通の視点に立って、発達障害者への

支援を総合的、計画的に進めていくために策定する。 

 １ 策定の趣旨 
医療・保健・福祉・教育・労働等の関係機関がそれぞれの役割を認識しながら連携を図り、共通の

視点に立って、発達障害者への支援を総合的、計画的に進めていくために策定します。 

 

２ プログラムの性格 
  「広島市障害者計画（２０１８－２０２３）」に掲げる発達障害者支援に関する施策を実現していく

ための具体的な事業・取組を定める。 

 ２ プログラムの性格 
  「広島市障害者計画（２０２４－２０２９）」に掲げる発達障害者支援に関する施策を実現していく

ための具体的な事業・取組を定めます。 

３ 計画期間 
  平成３０年度から平成３５年度(令和５年度)までの６年間とする。 

 ３ 計画期間 
  令和６年度から令和１１年度までの６年間とします。 

４ 基本方針   

 ⑴ 発達障害を早期発見し、速やかに適切な支援を行うための体制の充実 

発達障害のある子どもを早期に発見し、その子どもの状況に応じた適切な支援を速やかに行うため

の体制の充実を図ります。 

 ⑵ 乳幼児期から成人期までのライフステージに応じた一貫した支援 

乳幼児期から成人期までのライフステージに応じた適切な支援を行うとともに、その支援がライフ

ステージを通じて途切れることがないよう取り組みます。 

 ⑶ 共生社会の実現に向けた取組の推進 

   全ての発達障害者が社会参加の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生できるよう取り

組みます。 

 ４ 基本方針  

 ⑴ 発達障害を早期発見し、速やかに適切な支援を行うための体制の充実 

発達障害のある子どもを早期に発見し、その子どもの状況に応じた適切な支援を速やかに行うため

の体制の充実を図ります。 

 ⑵ 乳幼児期から成人期までのライフステージに応じた一貫した支援 

乳幼児期から成人期までのライフステージに応じた適切な支援を行うとともに、その支援がライフ

ステージを通じて途切れることがないよう取り組みます。 

 ⑶ 共生社会の実現に向けた取組の推進 

   全ての発達障害者が社会参加の機会を確保され、住み慣れた地域社会において安心して持続的に生

活できるよう取り組みます。 

 

 

 

【基本方針について】 

・ 基本方針は、本市における発達障害者支援に関する事業・取組を展開する際の土台となる考えです。 

・ 現行の基本方針については、次期計画においても重要性に変わりはないと考えるため、基本的に継続したいと考えています。 

・ 策定の趣旨・基本方針の⑶の説明文については、上位計画である「広島市地域共生社会実現計画」や「広島市障害者計画」での言及内容や検討状況等を踏まえ、文言を修正しました。 

 

資料４ 
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５ 取組の柱 
  

５ 取組の柱 
 

⑴ 早期発見のための取

組・体制の充実 

発達障害を早期に発見するため、乳幼児健診の充実を図るとともに、発達障

害の可能性がある子どもを持つ保護者の気づきを促すための体制の充実              

に取り組みます。 

 ⑴ 早期発見、早期療育

のための取組・体制の

充実 

発達障害を早期に発見し、早期に療育を行うため、乳幼児健診等の充実を図

り、発達障害の可能性がある子どもを持つ保護者の気づきを促すための取組を

行うとともに、こども療育センター等の医療機関への受診に至るまでの支援を

行います。 

⑵ 療育・訓練体制の充

実 

発達障害を早期に診断し、速やかに専門的な発達支援を行うとともに、そ

の家族への支援を充実させるため、こども療育センターの機能強化と地域に

おける療育の充実に向けた支援に取り組みます。 

 

 ⑵ 療育・支援体制の充

実 

発達障害を早期に診断し、速やかに専門的な発達支援を行うとともに、その

家族への支援を充実させるため、こども療育センターにおける医師等専門スタ

ッフの充実及び専門性の向上等による療育の充実を図るとともに、地域におけ

る療育の充実に向けた支援にも取り組みます。 

⑶ 保育園等・幼稚園・

学校及び地域における

支援の充実 

発達障害者及びその家族が円滑に社会生活を送るため、保育園等・幼稚園

・学校において、こども療育センター等専門機関との連携や研修の実施等を

図ることにより支援の専門性を向上させるとともに、地域において、生活支

援、余暇活動の充実等に取り組みます。 

 ⑶ 保育園等・幼稚園・

学校における支援の充

実 

発達障害児が学校生活や卒業後の社会生活を円滑に送ることができるよう、

保育園等・幼稚園・学校において、こども療育センター等専門機関との連携や

研修の実施等を図ることにより、支援の専門性を向上させるとともに、支援体

制の充実に取り組みます。 

⑷ 就労支援の充実 発達障害者の就職や職場定着を促進するため、関係係機関との連携強化を

図るとともに、障害の特性等に応じた適切な職場実習などの支援の充実に取

り組みます。 

 ⑷ 地域生活支援及び就

労支援の充実 

発達障害者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れるよう、関係機

関との連携強化の下、障害の特性に応じた生活環境整備のほか発達障害者やそ

の家族への生活支援の充実とともに、就労に向けた支援に取り組みます。 

⑸ 相談支援の充実 発達障害者及びその家族に対して適切な助言や情報提供を行うため、相談

支援事業所の周知や研修を通じた相談員等の質の向上を図ることなどによ

り、相談支援体制を充実させるとともに、関係機関が連携して連続性のある

支援が行えるような仕組みづくりに取り組みます。 

 ⑸ 相談支援の充実 発達障害者及びその家族に対して、適切な助言や情報提供等を行う相談の場

を充実させるとともに、安心して自立した地域生活を送るために関係機関が連

携して連続性のある支援を行います。 

⑹ 発達障害についての

理解の促進と社会的障

壁の除去の推進 

発達障害について市民、企業等の理解を促進するため、講演会の開催等普

及啓発の充実に取り組むとともに、社会的障壁の除去に向けた取組を推進し

ます。 

 ⑹ 発達障害についての

理解の促進と差別解消

等に向けた取組の推進 

発達障害の特性、発達障害者及びその家族が抱える困難さ、発達障害者との

関わり方等発達障害について市民の理解を促進するための講演会等を開催する

とともに、差別解消等に向けた取組を行います。 

※取組の柱の変更等については、第２章において説明します。    

 

第１回連絡調整会議でいただいたプログラム全体に対する御意見 

・ 強度行動障害を有する児・者に対し、教育・福祉・医療も含めたチームとしてのケアができる体制を取っていくことが必要ではないかと思う。 

・ 成人して手に負えない「強度行動障害」の状態にある方が一定数いることの把握と支援体制の構築に、他県の支援等も参考にしながら取り組んでもらいたい。 

・ 現場の実感として、強度行動障害を有する方への支援は大変で、支援体制の整備についてもこれからは必要だと感じている。 

・ 強度行動障害について、医療側においても少しでも適応が上手くいくよう取り組むこと、また、医療従事者に対しても歴史的な流れや効果的な治療法、どこに問題があるのか等について広く共有し、考えていく必要

があるのではないかと思う。 

・ プログラムにおいて差別解消の取組は発信できているのか。（家庭内で不適切な処遇を受けていないか調査しているか。差別解消の取組を「学校や職場」に向けて行っているか。） 

・ 発達障害者が家庭内で不適切な処遇を受けていないか調査しているか。 

・ 学校とうまく連携できない保護者への支援がどのようになっているのか教えてほしい。 

・ 体制や人員に限りがある中、どこまでニーズに応えて増やしていくのか整理する必要があるのではないか。この後も増やす方針か(優先順位を整理して)まとめていくのか方針の整理が必要ではないか。 

・ 限られた資源の中で、医療も教育現場も限界に来ている状況である。方向性を決めて次期プログラムを策定することが大事と考える。 

・ プログラムについて整理統合すればもっと簡素化できる部分があるのではないか。一方で、人命に関わるもの（虐待や差別解消法の合理的配慮、防災に関する事項）など取り組んでいかなくてはならない事項もある

のではないか。 

・ 医療と福祉の法律（の整理の仕方）の違いを理解しておく必要がある。 
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６ 取組の柱と事業体系 
 

６ 取組の柱と事業体系 

  （資料３参照）    （資料３参照） 

７ 推進方策 
 

７ 事業・取組の推進に当たっての方向性 

⑴ 市民、企業等との協働  ⑴ 市民、地域団体、市民活動団体、企業等との協働 

地域、ボランティア団体、企業等の多様な主体が発達障害者支援の重要性を認識し、自主的・積極

的に取り組めるよう環境整備を行うとともに、地域、ボランティア団体、企業等と本市が協働して支

援に取り組みます。 

市民、民生委員・児童委員等の地域団体、ボランティア団体、企業等の多様な主体が発達障害者支

援の重要性を認識し、主体的・積極的に取り組めるよう環境整備を行うとともに、地域団体、ボラン

ティア団体、企業等と本市が協働して支援に取り組みます。 

⑵ 関係機関との連携  ⑵ 関係機関等との連携 

発達障害者への支援は、医療・保健・福祉・教育・労働など様々な分野にわたっていることから、

関係機関と連携を図りながら、支援の総合的な推進に取り組みます。推進に当たっては、関係団体等

におけるノウハウの活用を図ります。 

発達障害者への支援は、医療・保健・福祉・教育・労働など様々な分野にわたっていることから、

関係機関等と連携を図りながら、支援の総合的な推進に取り組みます。推進に当たっては、関係団体

等におけるノウハウの活用を図ります。 

⑶ 発達障害者支援センターの機能強化  ⑶ 発達障害者支援センターの機能強化 

発達障害者支援センターは、発達障害者支援の中核的な役割を担う機関としてより専門性を高めて

いくとともに、積極的に医療・福祉・教育等との連携を図り、保育園等・幼稚園・学校及び地域への           

支援を充実させていく必要があります。 

そのため、子どもの医療・訓練・相談等の専門機関であるこども療育センターと連携して、発達障

害児の支援に関わるスタッフの充実を図る等により、発達障害者支援センターの機能強化に取り組み

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発達障害者支援センターは、発達障害者支援の中核的な役割を担う機関としてより専門性を高めて

いくとともに、地域の医療、保健、福祉、教育、労働等の関係機関との役割を明確にし、これら関係

機関と連携することにより、支援を一層充実させていく必要があります。 

そのため、地域の各関係機関との連携や困難ケースへの対応を行う発達障害者地域支援マネジャー

の発達障害者支援センターへの配置を進め、地域支援機能を強化します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 相談支援 

  発達障害に関する相談に応じ、適切な指導又は助言、関係機関への紹介等情報提供を行う。 

○ 発達支援 

  家庭での発達障害者の発達に関する指導又は助言、並びに情報提供を行う。 

○ 就労支援 

  就労に向けての相談や必要な情報の提供、就労支援機関への紹介等労働関係機関との連携を

図る。 

○ 関係機関等に対する普及啓発及び研修 

  発達障害の特性や対応方法等について、関係機関等の職員を対象に普及啓発や研修を実施す

る。 

○ 関係機関等との連携 

  発達障害者の支援に係る関係機関の会議や個別支援のための調整会議等に参加し、関係機関

等とのネットワーク形成を図るとともに、必要に応じて相互に助言や協力を行う。 

  保育園等、幼稚園、学校等における発達障害児への支援については、必要に応じてこども療

育センターや児童発達支援センターに協力する。 

○相談支援 
相談内容に応じた適切な指導又は助言、情報提供、関係機関

への紹介等を行う。 
○発達支援 
心理検査等を用いた評価とそれに基づく家庭生活での支援計

画の作成等を行う。 
○就労支援 
就労に向けての相談や必要な情報の提供、就労支援機関への

紹介等を行う。 

○関係機関等に対する普及啓発及び研修 
発達障害の特性や対応方法等について、関係機関等の職員を

対象に普及啓発や研修を実施する。 
○関係機関等との連携 
発達障害者支援連絡調整会議や個別支援のための調整会議等

に参加し、関係機関等とのネットワークの形成を図るととも
に、必要に応じて相互に助言や協力を行う。 
保育園等、幼稚園、学校等における発達障害児への支援につ

いては、こども療育センターと連携して実施する。 
 

（※）発達障害者支援センターは、平成１７（2005）年１０月にこども療育センター内に開設した。 

発達障害者支援センターの役割 

〔在宅支援〕 

在宅の発達障害者及び

その家族 

〔関係機関等支援〕 

保育園等、幼稚園、

学校、福祉施設等 

発達障害者支援センターの役割 
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第２章 具体的な事業展開  第２章 具体的な事業・取組 

１ 早期発見のための取組・体制の充実  １ 早期発見、早期療育のための取組・体制の充実 

（現行の P.2） 

発達障害を早期に発見するため、乳幼児健診の充実を図るとともに、発達障害の可能性がある子ど

もを持つ保護者の気づきを促すための体制の充実に取り組みます。 

 （現行の P.5） 

乳幼児健診等の充実を図り、発達障害の可能性がある子どもを持つ保護者の気づきを促すための取

組を行うとともに、こども療育センター等の医療機関への受診に至るまでの支援を行う。 

 
発達障害を早期に発見し、早期に療育を行うため、乳幼児健診等の充実を図り、発達障害の可能性

がある子どもを持つ保護者の気づきを促すための取組を行うとともに、こども療育センター等の医療

機関への受診に至るまでの支援を行います。 

【こども・家庭支援課（母子保健係）・こども・家庭支援課（障害児支援係）】 

 

現状と課題 

・ 発達障害を早期に発見し、発達支援へ円滑に移行するために、引き続き発達障害に関する保護者の気付きを促進するための取組が必要である。 

・ １歳６か月児健診後に発達について経過観察となる子どもは受診者全体の１割程度いるため、こういった親子への支援の場が必要である。 

・ 子どもの成長や発達に不安を抱える保護者が相談できる窓口の周知が必要である。 

・ 乳幼児健診は発達障害児早期発見の最初の機会となることから、医師、保健師、心理療法士及び保育士等の乳幼児健診従事者が早期発見等に必要な知識や技術を習得することができる研修が必要である。 

・ 集団生活の中で、就学前の４・５歳児の時期に子どもの発達に不安を抱える保護者が相談できる場が必要である。 

第１回連絡調整会議でいただいた御意見 

・（１歳６か月健診で経過観察となった親子への支援について）親自身の心のケアや悩みを相談できる場所(「親子教室」等への参加を勧めるなど)の提供をお願いしたい。 

 

事業・取組 概要 担当  事業・取組 概要 ※(参考)については、プログラム本文には記載しない 担当 

① 保護者への普及

啓発 

乳幼児健診で配付する子どもの成長・発達や、生活習慣、健康づく

りなどに関する啓発用パンフレットに、発達障害についての情報を掲

載し、保護者の気づきを促進するとともに、周囲の理解を深める。 

こども・家

庭支援課 

 

 ① 保護者への普及

啓発  

乳幼児健診で配付する子どもの成長・発達や、生活習慣、健康づく

りなどに関する啓発用パンフレットに、発達障害についての情報を掲

載し、保護者の気づきを促進するとともに、周囲の理解を深める。 

こども・家

庭 支 援 課

（母子保健

係） 

② 要観察児及び保

護者への支援 

●１歳６か月児健診の受診者のうち、発達障害と思われ支援が必要な

親子に対し、遊びを通じて具体的な関わり方を指導するとともに、保

護者の気づきを促すための親子教室を開催する。 

こども・家

庭支援課、

保 育 指 導

課、こども

療育センタ

ー 

 ② 要観察児及び保

護者への支援 

Ａ １歳６か月児健診の受診者のうち、発達障害と思われ支援が必要

な親子に対し、遊びを通じて具体的な関わり方を指導するととも

に、保護者の気づきを促すための親子教室を開催する。 

こども・家

庭 支 援 課

（母子保健

係）、保育

指導課、こ

ども療育セ

ンター 

●乳幼児期の子どもの成長・発達についての相談先を広く周知するた

めのリーフレットを市内の小児科等へ配布する。 

Ｂ 乳幼児期の子どもの成長・発達についての相談先を広く周知する

ためのリーフレットを市内の小児科等へ配布する。（再掲） 

※ メインの掲載項目は１－⑤－Ａ 

こども・家

庭 支 援 課

（母子保健

係） 

③ 乳幼児健診従事

者、小児科医等へ

の研修の実施 

乳幼児健診等に従事する保健師、保育士等を対象に、援助技術の習

得等実践的な研修を行うとともに、小児科医等を対象に、発達障害に

関する理解を深めるための研修を実施する。 

こども・家

庭支援課、

こども療育

センター 

 ③ 乳幼児健診従事

者、小児科医等へ

の研修の実施 

乳幼児健診等に従事する保健師、保育士等を対象に、援助技術の習

得等実践的な研修を行うとともに、小児科医等を対象に、発達障害に

関する理解を深めるための研修を実施する。 

こども・家

庭 支 援 課

（母子保健

係）、こど

も療育セン

ター 

④ ５歳児を対象と

した支援 

就学後の適切な支援に結び付けるため、各区の保健センターにおい

て、５歳児を対象に、心理相談員による個別相談を実施する。 

こども・家

庭支援課 

 

 ④ ５歳児を対象と

した支援 

就学後の適切な支援に結び付けるため、各区の保健センターにおい

て、５歳児を対象に、心理相談員による個別相談を実施する。 

こども・家

庭 支 援 課

（母子保健

係） 
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事業・取組 概要 担当  事業・取組 概要 ※(参考)については、プログラム本文には記載しない 担当 

⑤ 発達障害診療医

療機関の周知 

   ⑤ 発達障害に関す

る診療機関等の周

知 

Ａ 乳幼児期の子どもの成長・発達についての相談先を広く周知する

ためのリーフレットを市内の小児科等へ配布する。 

こども・家

庭 支 援 課

（母子保健

係） 

●早期発見、早期療育につなげるため、発達障害の診療を行う医療機

関について、市ホームページ（「発達障害支援ネットひろしま」等）

へ掲載する。 

こども・家

庭支援課 

 

 Ｂ 早期発見、早期療育につなげるため、発達障害の診療を行う医療

機関等について、市ホームページ（「発達障害支援ネットひろし

ま」等）へ掲載するとともに、チラシ等により各区相談窓口やこど

も療育センター等において周知を図る。 

こども・家

庭 支 援 課

（障害児支

援係） 

 

●また、各区相談窓口やこども療育センター等において周知を図る。 上記１－⑤－Ｂに統合  
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２ 療育・訓練体制の充実  ２ 療育・支援体制の充実 

（現行の P.2） 

発達障害を早期に診断し、速やかに専門的な発達支援を行うとともに、その家族への支援を充実さ

せるため、こども療育センターの機能強化と地域における療育の充実に向けた支援に取り組みます。 

（現行の P.5） 

こども療育センターの医師等専門スタッフ及び外来療育教室の充実を図るとともに、地域における

療育の充実に向けた支援や発達障害者の家族への支援を行う。 

 
発達障害を早期に診断し、速やかに専門的な発達支援を行うとともに、その家族への支援を充実させ

るため、こども療育センターにおける医師等専門スタッフの充実及び専門性の向上等による療育の充実

を図るとともに、地域における療育の充実に向けた支援にも取り組みます。 

【こども・家庭支援課（障害児支援係）・こども療育センター・保育指導課】 

 

現状と課題 

・ 中核施設としてこども療育センターの役割は重要であるが、増え続ける発達障害の疑いのある子どもの診断や診断後フォロー、療育等を一手に担うのは限度がある。このため、こども療育センターにおける療育等の

充実とともに、引き続き今後も、より身近な地域の関係施設・事業所等における療育等の充実を図る必要がある。 

・ 診断後の保護者、兄弟姉妹等の家族に対する支援や家庭生活の場面における支援の方法に関する取組の充実が求められている。 

・ 発達障害の専門医が不足している背景などから、診断までの待機期間の早期の解消は難しく、診断までの期間における支援についても引き続き検討する必要がある。 

第１回連絡調整会議でいただいた御意見 

・ 発達障害児の診療体制・療育の充実を図るためのスタッフ増員など人材確保の目途はあるのか。 

・（個々の発達障害の特性に配慮した切れ目のない支援体制整備の一環として）親自身の心のケアや悩みを相談できる場所(「親子教室」等への参加を勧めるなど)の提供をお願いしたい。 

 

事業・取組 概要 担当  事業・取組 概要 ※(参考)については、プログラム本文には記載しない 担当 

① こども療育セン

ターにおける医師

等専門スタッフの

充実及び専門研修

の実施 

●こども療育センターの受診を希望する乳幼児に対し、速やかに診断

を行い、診断後の適切なフォローが行えるよう、医師、心理療法士等

の専門スタッフの充実を図る。 

こども・家

庭支援課、

こども療育

センター 

 ① こども療育セン

ターにおける医師

等専門スタッフの

充実及び専門性の

向上等による療育

の充実 

Ａ こども療育センターの受診を希望する乳幼児に対し、速やかに診断

を行い、診断後の適切なフォローが行えるよう、医師、心理療法士等

の専門スタッフの充実を図る。 

こ ど も ・

家 庭 支 援

課 （ 障 害

児 支 援 係

） 、 こ ど

も 療 育 セ

ンター 

●こども療育センターにおいて発達障害児支援の中核となる保育士等

を育成するため、発達障害の評価から支援までの、より専門的・実践

的な研修を実施する。 

 Ｂ こども療育センターにおいて発達障害児支援の中核となる保育士等

の職員の専門性を高める研修や療育プログラムの充実等により、個々

の子どもの障害の特性に応じた適切な支援を行える療育を実施する。 

（参考）取組： 

・ 外来療育教室の充実 

・ センター職員や事業所等職員を対象としたタブレット型 PCを使った

療育方法を学ぶ研修やセンターで実施している CAREプログラムのワー

クショップの実施 等 

・ 保護者と子どもの双方を対象とした療育プログラム、親子相互交流

療法（PCIT）、遊びを中心とする早期療育（JASPERを基盤とする）の

実施 等 

② こども療育セン

ターの外来療育教

室の充実   

こども療育センターの外来療育教室等において、教室における支援

内容の改善や、言語聴覚士、作業療法士等がタブレット型コンピュー

タを活用する等により発達障害児療育を充実させる。 

こども・家

庭支援課、

こども療育

センター 

 ２－①－Ｂに統合 ２－①－Ｂに統合  

③ こども療育セン

ターの発達障害児

の受入体制の整備 

発達障害児に対して障害特性に応じた専門性を持った療育を実施す

るため、こども療育センター内の児童発達支援センターにおける発達

障害児の受入体制を整備する。 

こども・家

庭支援課、

こども療育

センター 

 ② こども療育セン

ターにおける発達

障害児の療育・支

援体制の充実 

発達障害児に対して障害特性に応じた専門性を持った療育を実施する

ため、こども療育センター内の児童発達支援センター等における発達障

害児の受入れ体制等の充実を図る。 

（参考）取組： 

・ Ｒ６年度にこども療育センター(光町)で発達障害児通園クラスを開

設予定 

 

こ ど も ・

家 庭 支 援

課 （ 障 害

児 支 援 係

） 、 こ ど

も 療 育 セ

ンター 
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事業・取組 概要 担当  事業・取組 概要 ※(参考)については、プログラム本文には記載しない 担当 

④ 地域における

療育の充実に向

けた専門研修等

の実施 

●児童発達支援（未就学児）及び放課後等デイサービス（就学児）を実

施する事業所の専門スタッフを対象として、ソーシャルスキルトレーニ

ング（子ども自身が、状況に応じてどのように行動したらよいかを練習

すること。）を学ぶ研修に加え、発達障害の評価から支援までの専門的

な研修を実施する。【拡充】 

こども・家

庭支援課、

発達障害者

支援センタ

ー、こども

療育センタ

ー、障害自

立支援課 

 ③ 地域における療

育の充実に向けた

事業所等職員及び

保育士等の支援技

術の向上等 

Ａ 発達障害の支援に携わる障害福祉サービス事業所等の職員（以下

「事業所等職員」という。）を対象として、ソーシャルスキルトレー

ニング（子ども自身が、状況に応じてどのように行動したらよいかを

練習すること。）を学ぶ研修に加え、発達障害の評価から支援までの

専門的な研修を実施する。 

（参考）取組： 

・ こども療育センター職員や事業所等職員を対象としたタブレット型

PCを使った療育方法を学ぶ研修 

・ ソーシャルスキルトレーニングに必要な知識や技法を身に付けるた

めの研修 

・ 具体的な支援方法や支援具作成、問題行動への対応等を学ぶ研修や

当該研修受講職員の従事する事業所を訪問してのサポート 

・ （今後の検討）事業所等職員を対象としたペアレントプログラム研

修の実施を検討しています。 

こども・家

庭 支 援 課

（障害児支

援係） 

●保育園等において発達障害児支援の中核となる保育士等を育成する 

ため、発達障害の評価から支援までの、より専門的・実践的な研修を実

施する。 

 Ｂ 発達障害について正しい認識を持つとともに、保育園等における発

達障害児への気づきや関わり方などの一層の充実を図り、系統だてて

学ぶための専門的・実践的な研修を実施する。（再掲） 

※ メインの掲載項目は３－⑴－① 

保育指導

課、こども

療育センタ

ー 

●こども療育センター等の職員が障害児等療育支援事業や保育所等訪問

支援において保育園等を訪問して助言等を行うことにより、保育園等に

おける発達障害児支援の充実を図る。【新規】 

Ｃ こども療育センター等の職員が障害児等療育支援事業や保育所等訪

問支援において保育園等を訪問して助言等を行うことにより、保育園

等における発達障害児支援の充実を図る。 

こども・家

庭 支 援 課

（障害児支

援係）、こ

ども療育セ

ンター 

⑤ 発達障害診断

後の家族への研

修の実施 

●障害のある子どもの理解と対応や支援制度等について基礎的な研修を

実施する。 

こども・家

庭支援課、

発達障害者

支援センタ

ー、こども

療育センタ

ー 

 ④ 発達障害診断後

の家族への支援 

Ａ 障害のある子どもの理解と対応や支援制度等について基礎的な研修 

を実施する。 

こども・家

庭 支 援 課

（障害児支

援係）、こ

ども療育セ

ンター 

●発達障害児の行動の特性を理解し、具体的で効果的な対処法（ペアレン

トトレーニング）を学ぶための実践的な研修を実施する。 

 Ｂ 発達障害児の行動の特性を理解し、具体的で効果的な対処法（ペア

レントトレーニング）を学ぶための実践的な研修を実施する。 

こども・家

庭 支 援 課

（障害児支

援係） 

●家庭等で発達障害児がタブレット型コンピュータ等のコミュニケーショ

ン・学習支援ツールなどを活用できるよう、導入方法や活用方法などを家

族が学ぶ講座を実施する。【新規】 

 Ｃ 家庭等で発達障害児がタブレット型コンピュータ等のコミュニケー

ション・学習支援ツールなどを活用できるよう、導入方法や活用方法

などを家族が学ぶ講座を実施する。 

こども・家

庭 支 援 課

（障害児支

援係） 
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３ 保育園等・幼稚園・学校及び地域における支援の充実  ３ 保育園等・幼稚園・学校における支援の充実 

（現行の P.2） 

発達障害者及びその家族が円滑に社会生活を送るため、保育園等・幼稚園・学校において、こども

療育センター等専門機関との連携や研修の実施等を図ることにより支援の専門性を向上させるととも

に、地域において、生活支援、余暇活動の充実等に取り組みます。 

 発達障害児が学校生活や卒業後の社会生活を円滑に送ることができるよう、保育園等・幼稚園・学

校において、こども療育センター等専門機関との連携や研修の実施等を図ることにより、支援の専門

性を向上させるとともに、支援体制の充実に取り組みます。 

⑴ 保育園等  ⑴ 保育園等 

（現行の P.7） 

専門機関との連携の強化を図り、保育園等における支援の専門性を向上させるための研修を実施す

る。 

 
専門機関との連携の強化を図り、保育園等における支援の専門性を向上させるための研修を実施

します。【保育指導課】 

 

現状と課題 

・ 保育園等において発達障害児や気になる子の増加に伴い継続的な対応が必要なケースが増加している。引き続き発達障害への理解を深め、発達障害児、気になる子及びその保護者に対して行う個別支援や関係機関と

の連携による的確で専門的な支援が必要とされている。 

第１回連絡調整会議でいただいた御意見 

・ 特になし。 

 

事業・取組 概要 担当  事業・取組 概要 ※(参考)については、プログラム本文には記載しない 担当 

① 発達障害児基礎

研修会等の実施 

 発達障害について正しい認識を持つとともに、保育園等における発達

障害児への気づきや関わり方などの一層の充実を図り系統だてて学ぶ必

要があるため、研修を実施する。 

保育指導

課、こど

も療育セ

ンター 

 ① 発達障害児基礎

研修会等の実施 

 発達障害について正しい認識を持つとともに、保育園等における発達

障害児への気づきや関わり方などの一層の充実を図り、系統だてて学ぶ

ための専門的・実践的な研修を実施する。 

保育指導

課、こど

も療育セ

ンター 

 

② 発達支援コーデ 

ィネーターの養成 

発達障害児やその保護者への支援の充実を図るため、発達支援コーディ

ネーター（保育園等における発達障害児支援のリーダー）の養成講座を公

私立保育園等において実施する。また、養成講座の内容は、医学・療育の

進歩に伴い新たな情報も取り入れていくこととする。 

保育指導

課、こど

も療育セ

ンター 

 ② 発達支援コーデ 

ィネーターの養成 

発達障害児やその保護者への支援の充実を図るため、発達支援コーディ

ネーター（保育園等における発達障害児支援のリーダー）の養成講座を公

私立保育園等において実施する。また、養成講座の内容は、医学・療育の

進歩に伴い新たな情報も取り入れていくこととする。 

保育指導

課、こど

も療育セ

ンター 

 

 

    

 

 

  



 9 / 20 

３ 保育園等・幼稚園・学校及び地域における支援の充実  ３ 保育園等・幼稚園・学校における支援の充実 

⑵ 幼稚園・学校  ⑵ 幼稚園・学校 

（現行の P.7） 

インクルーシブ教育システムの構築に向け、通常の学級に在籍する発達障害等特別な教育的支援を

必要とする幼児児童生徒に対して適切な指導及び必要な支援を行うための校内支援体制の整備・充実

を図る。 

 
インクルーシブ教育システムの構築に向け、通常の学級に在籍する発達障害等特別な教育的支援

を必要とする幼児児童生徒に対して適切な指導及び必要な支援を行うための校内支援体制の整備・

充実を図る。【教育委員会特別支援教育課】 

 

現状と課題 

・ 発達障害等の幼児児童生徒数は年々増加している。これらの現状に対して、各幼稚園・学校において、園・校内の支援体制の質的向上を図るため個別の指導計画等の内容の充実を図ってきている。今後も、本人・保

護者との合意形成を図りながら、他課とも連携して基礎的環境整備の充実や合理的配慮の提供に努めていく必要がある。 

第１回連絡調整会議でいただいた御意見 

・ 担任教諭が特別支援コーディネーターを兼任しているので、専任にする等改善してほしい。 

・ 教育支援計画や指導計画の作成について、サポートファイルを活用して保護者と連携の取れた計画となるようにしてほしい 

・ 学習サポーターが付いていても学校と家庭との連携が取れていないケースがあるのではないか。 

・ 学校とうまく連携の取れない保護者への支援がどのようになっているのか教えてほしい。 

 

事業・取組 概要 担当  事業・取組 概要 ※(参考)については、プログラム本文には記載しない 担当 

① 専門家チームに

よる多様な巡回相

談指導の実施 

大学教授、医師、学校関係者等からなる専門家チームを構成し、対象

の幼児児童生徒への指導の充実と総合的な校内支援体制の整備のための

指導・助言を行う。 

教 育 委 員

会 特 別 支

援教育課 

 ① 専門家チームに

よる多様な巡回相

談指導の実施 

大学教授、医師、学校関係者等からなる専門家チームを構成し、対象

の幼児児童生徒への指導の充実と総合的な校内支援体制の整備のための

指導・助言を行う。 

特 別 支 援

教育課 

② 特別支援教育に

係る指定校への支

援 

●小・中学校において、特別支援教育コーディネーターの専任化を図

り、インクルーシブ教育システム構築に向けた校内体制づくり等    

に係る実践的な研究に取り組む「インクルーシブ教育システム構築実践

指定校」の指定を行う。【拡充】 

教 育 委 員

会 特 別 支

援教育課 

 ② 特別支援教育に

係る指定校への支

援 

 小・中学校において、特別支援教育コーディネーターの専任化を図

り、インクルーシブ教育システム構築に向けた校内体制づくり等や特別

支援学級における学級経営等に係る実践的な研究に取り組む「インクル

ーシブ教育実践研究校」の指定を行う。 

特 別 支 援

教育課 

●自閉症・情緒障害特別支援学級の指導の充実を目指す「特別支援学級

研究推進校」の指定を行う。 

削除  

③-１ 校内の指導

体制の充実（特別

支援教育コーディ

ネーターの養成） 

 特別支援教育コーディネーター（特別支援教育を推進する教員）に対

して、必要な知識と実践力・指導力の育成を図るための研修会を開催す

る。 

教 育 委 員

会 特 別 支

援教育課 

 ③ 校内の指導体制

の充実 

Ａ 特別支援教育コーディネーター（特別支援教育を推進する教員）に

対して、必要な知識と実践力・指導力の育成を図るための研修会を開

催する。 

特 別 支 援

教育課 

③-２ 校内の指導

体制の充実（個別

の指導計画、個別

の教育支援計画の

作成・活用） 

 適切な指導や必要な支援を行うための個別の指導計画及び個別の教育

支援計画の作成・活用を促進する。  

教 育 委 員

会 特 別 支

援教育課 

 上記③に統合 Ｂ 適切な指導や必要な支援を行うための個別の指導計画及び個別の教

育支援計画の作成・活用を促進する。 

特 別 支 援

教育課 

③-３ 校内の指導

体制の充実（特別

支援教育体制充実

検討会議の開催） 

 小・中学校等における医療的ケア体制、インクルーシブ教育システム

の構築、通級による指導を含む高等学校段階の特別支援教育の推進等、

本市の特別支援教育の充実を図るための支援体制について検討する。 

教 育 委 員

会 特 別 支

援教育課 

 上記③に統合 Ｃ 小・中学校等における医療的ケア体制、インクルーシブ教育システ

ムの構築、通級による指導、高等学校段階の特別支援教育の推進等、

本市の特別支援教育の充実を図るための支援体制について検討する。 

特 別 支 援

教育課 
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事業・取組 概要 担当  事業・取組 概要 ※(参考)については、プログラム本文には記載しない 担当 

④ 管理職への理解

・啓発の推進 

発達障害等特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒について、ま

た、特別支援教育に係る園・校内体制の整備・充実の具現化について、

理解・啓発を図るために、管理職を対象に講演会を開催するとともに指

導資料を作成・配付する。 

教 育 委 員

会 特 別 支

援教育課 

 ④ 管理職への理解

・啓発の推進 

発達障害等特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒について、ま

た、特別支援教育に係る園・校内体制の整備・充実の具現化について、

理解・啓発を図るために、管理職を対象に講演会を開催するとともに指

導資料を作成・配付する。 

特 別 支 援

教育課 

⑤ 特別支援教育ア

シスタント事業の

実施 

肢体不自由及び発達障害等、特別な教育的支援を必要とする児童生徒

が通常の学級に在籍する学校に対し、特別支援教育アシスタントを配置

し、学校生活における指導の補助及び安全確保等の支援を行う。 

教 育 委 員

会 特 別 支

援教育課 

 ⑤ 学習サポーター

・特別支援教育ア

シスタント事業の

実施 

小中学校等の通常の学級に在籍する肢体不自由児への支援を行う特別

支援教育アシスタント及び障害のある児童生徒等に限定せず学習支援を

行う学習サポーターを配置し、学校生活における指導の補助及び安全確

保等の支援を行う。 

特 別 支 援

教育課 

     

 

 

  



 11 / 20 

３ 保育園等・幼稚園・学校及び地域における支援の充実  ４ 地域生活支援及び就労支援の充実 

⑶ 地域  削除 

（現行の P.2） 

 ⑶ 保育園等・幼稚園・学校及び地域における支援の充実 

   発達障害者及びその家族が円滑に社会生活を送るため、保育園等・幼稚園・学校において、こども

療育センター等専門機関との連携や研修の実施等を図ることにより支援の専門性を向上させるととも

に、地域において、生活支援、余暇活動の充実等に取り組みます。 

 ⑷ 就労支援の充実 

   発達障害者の就職や職場定着を促進するため、関係機関との連携強化を図るとともに、障害の特性

等に応じた適切な職場実習などの支援の充実に取り組みます。 

（現行の P.9） 

発達障害者が円滑に社会生活を送るための訓練を行うとともに、生活支援及び余暇活動の充実に取

り組む。 

 
※ 現行の取組の柱３の「⑶ 地域支援」及び柱４「就労支援の充実」を統合し、新柱４「地域生活支

援及び就労支援の充実」としました。 

 

発達障害者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れるよう、関係機関との連携強化の下、

障害の特性に応じた生活環境整備のほか発達障害者やその家族への生活支援の充実とともに、就労に

向けた支援に取り組みます。 

【障害自立支援課・こども・家庭支援課（障害児支援係）・発達障害者支援センター】 

 

現状と課題 

・ 発達障害者及びその家族の多くは、親亡き後や親が病気で動けなくなった時などのことを不安に思っており、発達障害者が地域で自立した社会生活を送るための支援に取り組む必要がある。 

・ 発達障害者が円滑に社会生活を送るために、人との関わり、マナー等基本的生活習慣が学べる場が求められている。 

・ 親亡き後の生活等発達障害者が安心して地域生活を送るためには、発達障害者支援事業だけではなく、他の社会福祉施策と一緒にその方策を考えていく必要がある。 

・ 発達障害者の就労支援については、ハローワーク等の相談機関や障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所等、就労に特化した機関やジョブライフ・サポーターによる支援が広がっ

ている現状である。 

・ 発達障害者支援センターは、相談者に対しては各機関の利用に関する情報提供、各機関とは引き続き事業協力や個別支援の中で連携を行う必要がある。 

・ 発達障害者について、就労前に、就労に必要なマナーの習得や自分の適性、就労のイメージなどの理解を促進する取組を行う必要がある。 

・ また、発達障害者を雇用する企業について、発達障害の特性の理解や、職務や環境面での調整等を行う必要性についての理解を促進する取組が必要である。 

・ 発達障害者が仕事を続けていくために必要な支援として、ジョブコーチによる支援、相談支援等が求められている。 

・ 就労支援に関わる機関が多いことから、利用者が適切な機関を選択しやすくするため、それぞれの機関の支援対象者や提供している支援の内容を分かりやすく整理して情報提供する取組を継続する必要がある。 

第１回連絡調整会議でいただいた御意見 

・ 宿泊型の訓練は実施されているのか（必要なのではないか）。 

・ 知的障害者の宿泊訓練等を（市手をつなぐ育成会が）委託で実施している。対象者に発達障害者を加えてはどうか。 

・ 「生活応援セミナー」の開催日が水曜日となっているが土日等曜日の変更も検討されてはどうか。 

・ ドロップタップ等のアプリや PECSを活用するなどの手段を検討しつつ、発達障害者が(他者と)意思疎通できるよう、もっと支援を充実させてほしい。 

・ チラシ等を配付するだけでは理解につながりにくいので、発達障害者本人へ避難所での過ごし方等を知らせる等の対面講座や、防災士の研修等において障害疑似体験講座等で障害特性を知っていただくなどの取組が

必要ではないか。 

・ （高校卒業後に就労を選んだ場合など、どこに繋がっていいのか分からなくて困っているケースもある。）発達障害者支援センターや障害者職業・生活支援センター等の支援機関の周知（発信）をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 / 20 

事業・取組 概要 担当  事業・取組 概要 ※(参考)については、プログラム本文には記載しない 担当 

① 発達障害者社会

的スキル訓練の実

施   

 発達障害者を対象として、社会生活の中で人間関係や集団行動を営

んでいくための技能訓練（ソーシャルスキルトレーニング）を実施す

る。 

こども・家

庭支援課、

発達障害者

支援センタ

ー 

 ① 日常生活の質の

向上につながる支

援 

※現行３－①と②を

統合 

Ａ 発達障害の支援に携わる事業所等職員を対象として、ソーシャル

スキルトレーニング（子ども自身が、状況に応じてどのように行動

したらよいかを練習すること。）を学ぶ研修や、支援技術の向上・

支援体制の強化につながる実践的な研修等を実施する。（再掲） 

※ メインの掲載項目は２－③－Ａ 

こども・家

庭 支 援 課

（障害児支

援係） 

  Ｂ 発達障害者が円滑に日常生活を送ることができるようにするた

め、研修等を実施する。 

（参考）取組： 

・ 発達特性による生活上の困りごとをテーマに理解を深めていく勉

強会「生活応援セミナー」の開催 

・ 適切に身の回りの整理整頓を行い、円滑に日常生活を送るための

「整理収納講座」の開催 

・ （今後の検討）発達障害者を対象とした生活自立訓練事業とし

て、現行の知的障害者を対象とした同事業をベースに検討を行う。 

こども・家

庭 支 援 課

（障害児支

援係）、発

達障害者支

援センター 

② 発達障害者生活

訓練の実施 

●発達障害者が円滑に社会生活を送ることができるようにするため、

買い物、調理実習、公共交通機関の利用の仕方、マナー等の生活訓練

プログラムを実施する。 

こども・家

庭支援課、

発達障害者

支援センタ

ー、精神保

健福祉課 

 ４－①－Ｂに統合  上記４－①－Ｂに文言を修正して移動  

●発達障害者が円滑に日常生活を送ることができるようにするため、

片付けセミナー等を実施する。【新規】 

 上記４－①－Ｂに文言を修正して移動  

③ コミュニケーシ

ョン支援の充実 

●市民や事業所等に対し、コミュニケーション支援ボードの活用につ

いて周知を図る。 

こども・家

庭支援課 

 

 ② コミュニケーシ

ョン支援の充実 

 市民や事業所等に対し、コミュニケーション支援ボードの活用につ

いて周知を図る。また、円滑な意思疎通が可能となるよう、様々なコ

ミュニケーション手法及びその活用方法の情報を収集し、市ホームペ

ージ（「発達障害支援ネットひろしま」等）等で発達障害者やその家

族、支援者等に周知することにより、活用を促す。 

（参考）取組： 

・ （今後の検討）増谷委員から情報を頂いた「DroPTaP」や「PECS」

については関係課と概要等について情報を共有したところです。今

後、活用の有無やその方法について検討を行っていければと考えて

います。 

こども・家

庭 支 援 課

（障害児支

援係） 

●発達障害者が自ら使用することができる携帯用コミュニケーション

カードや携帯電話用アプリケーション等の情報を収集し、市ホームペ

ージ（「発達障害支援ネットひろしま」等）等で発達障害者やその家

族、支援者等に情報提供する。 

上記４－②に統合  

④ 余暇活動等を支

援するボランティ

アの育成  

大学、社会福祉協議会、ＮPＯ法人等と連携し、スポーツなどの余暇

活動等の支援や講演会参加時の託児などを行うボランティアを育成す

る。 

こども・家

庭支援課、

発達障害者

支援センタ

ー、こども

療育センタ

ー 

 下記４－③に統合 下記４－③に統合  

  



 13 / 20 

事業・取組 概要 担当  事業・取組 概要 ※(参考)については、プログラム本文には記載しない 担当 

⑤ 交流の促進【新

規】 

発達障害者が交流できる機会を提供するなど、交流の促進を図る。 こども・家

庭支援課、

発達障害者

支援センタ

ー 

 ③ 交流の促進 発達障害者が周りの人々と交流し円滑に日常生活を送ることができ

るよう支援し、交流の促進を図る。また、大学、社会福祉協議会やＮ

ＰＯ法人等と連携し、活動を支援するボランティアを育成する。 

（参考）取組： 

・ （今後の検討）障害の特性に応じたコミュニケーションが取れる

市民等を増やしていくため、発達障害者も当事者として参加する形

での講座等を検討しています。 

こども・家

庭 支 援 課

（障害児支

援係） 

⑥ 災害時における

発達障害者への支

援の周知  

● コミュニケーション支援ボード（災害編）や発達障害者を対象と

した防災に関するハンドブック等について、市ホームページ（「発

達障害支援ネットひろしま」等）へ掲載するとともに、市民講演会

等での情報提供を行うことにより、災害時における発達障害者への

支援について周知を図る。 

こども・家

庭支援課 

 

 ④ 災害時における

発達障害者への支

援の促進 

Ａ コミュニケーション支援ボード（災害編）や発達障害者を対象と

した防災に関するハンドブック等について、市ホームページ（「発

達障害支援ネットひろしま」等）へ掲載するとともに、市民講演会

等での情報提供を行うことにより、災害時における発達障害者への

支援について周知を図る。 

こども・家

庭 支 援 課

（障害児支

援係） 

 

● 地域の身近な支援者である民生委員等に対して、災害時の支援に

ついて周知を図る。【拡充】 

Ｂ 災害等の非常時に適切な支援が行えるよう、地域の身近な支援者

である民生委員等に対して、コミュニケーション支援ボード（災害

編）の配付や障害の特性について理解を深めてもらう取組を実施す

る。 

こども・家

庭 支 援 課

（障害児支

援係） 

  ⑤ 関係機関の連携

による就労支援の

充実 
※ 現行４－③をこ
こに移動 

Ａ 相談支援機関、就労支援機関、就労先等の連携による相談、就労、

職場定着等の支援を充実する。 

障害自立支

援課、精神

保 健 福 祉

課、発達障

害者支援セ

ンター 

 Ｂ 障害者職業センターが実施する発達障害者を対象とした就労支援

プログラムにおいて、発達障害者支援センターが「発達障害の特

性」に関する講習会を実施する。 

発達障害者

支援センタ

ー 

 ⑥ 市職員、公共施

設等職員、企業等

従業員への啓発研

修等の実施（再掲

）※ 現行４－④

をここに移動 

 各区相談窓口等の市職員、公共施設等職員、企業等従業員を対象と

して、発達障害に関する理解と対応等についての研修等を行う。（再

掲） 

※ メインの掲載項目は６－② 

障害自立支

援課、精神

保健福祉セ

ンター、発

達障害者支

援センター 

  ⑦ 発達障害者支援

センターの地域支

援機能の強化（再

掲） 

発達障害者が可能な限り身近な場所で必要な支援が受けられる体制

を整備するため、発達障害者地域支援マネジャーの発達障害者支援セ

ンターへの配置を進め、地域の相談支援機関等との協力関係を構築す

る。（再掲） 

※ メインの掲載項目は５－⑨ 

発達障害者

支援センタ

ー 

  ⑧ 強度行動障害を

有する者への支援

体制の整備（再掲

） 

自閉スペクトラム症や知的障害の方で強度行動障害を有する者へ適

切な環境調整や支援が継続的に提供されるよう、地域の支援体制整備

を進める。（再掲） 

※ メインの掲載項目は５－⑩ 

こども・家

庭 支 援 課

（障害児支

援係）、障

害自立支援

課、精神保

健福祉課、

発達障害者

支援センタ

ー 
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４ 就労支援の充実  削除（上記「４ 地域生活及び就労支援の充実」に統合） 

関係機関との連携強化を図るとともに、障害の特性等に応じた適切な職場実習や職場定着などの支

援の充実に取り組む。  
「４ 地域生活及び就労支援の充実」に統合 

 

現状と課題 

・発達障害者の就労支援については、ハローワーク等の相談機関や障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所等、就労に特化した機関やジョブライフ・サポーターによる支援が広がって

いる現状である。 

・発達障害者支援センターは、相談者に対しては各機関の利用に関する情報提供、各機関とは引き続き事業協力や個別支援の中で連携を行う必要がある。 

・発達障害者について、就労前に、就労に必要なマナーの習得や自分の適性、就労のイメージなどの理解を促進する取組を行う必要がある。 

・また、発達障害者を雇用する企業について、発達障害の特性の理解や、職務や環境面での調整等を行う必要性についての理解を促進する取組が必要である。 

・発達障害者が仕事を続けていくために必要な支援として、ジョブコーチによる支援、相談支援等が求められている。 

・就労支援に関わる機関が多いことから、利用者が適切な機関を選択しやすくするため、それぞれの機関の支援対象者や提供している支援の内容を分かりやすく整理して情報提供する取組を継続する必要がある。 

第１回連絡調整会議でいただいた御意見 

・「生活応援セミナー」の開催日が水曜日となっているが土日等曜日の変更も検討されてはどうか。 

・（高校卒業後に就労を選んだ場合など、どこに繋がっていいのか分からなくて困っているケースもある。）発達障害者支援センターや障害者職業・生活支援センター等の支援機関の周知（発信）をお願いしたい。 

 

事業・取組 概要 担当  事業・取組 概要 ※(参考)については、プログラム本文には記載しない 担当 

① 就労に向けた生

活訓練の充実 

就労移行支援事業所等を利用している発達障害者に対する支援の充実

を図るため、発達障害者支援センターが実施している生活訓練プログラ

ム等を活用して、当該事業所等に対し、助言や協力を行う。 

こども・家

庭支援課、

発達障害者

支援センタ

ー、障害自

立支援課、

精神保健健

福祉課 

 新４－①に移動 新４－①に移動 

・ （今後の検討）発達障害者を対象とした生活自立訓練事業として、

現行の知的障害者を対象とした同事業をベースに検討を行う 

 

② 発達障害者就労

準備支援の実施 

就労に必要な社会性や対人関係能力、体力、持久力、作業能力など

の基礎づくりを図るとともに、協力事業所に対して発達障害の理解の

向上を図るため、発達障害者を対象に、協力事業所での実習を実施す

る。 

こ ど も ・

家 庭 支 援

課 、 発 達

障 害 者 支

援 セ ン タ

ー 

 削除 削除  

③ 関係機関の連携

による就労支援の

充実 

●相談支援機関、就労支援機関、就労先等の連携による相談、就労、

職場定着等の支援を充実する。 

こ ど も ・

家 庭 支 援

課 、 発 達

障 害 者 支

援 セ ン タ

ー 、 障 害

福 祉 課 、

障 害 自 立

支 援 課 、

精 神 保 健

福祉課 

 新４－⑤に移動・一

部を６－②に統合 

新４－⑤－Ａに移動  

●障害者職業センターが実施する発達障害者を対象とした就労支援プ

ログラムにおいて、発達障害者支援センターが「発達障害」、「社会

資源」、「生活支援」に関する講習会、学習会を実施する。 

新４－⑤－Ｂに移動  

●労働局・ハローワークが実施する企業に雇用されている方を対象と

した発達障害の理解と対応に関する養成講座において、発達障害者支

援センターの職員が講師として講座を実施する。【新規】 

６－②に統合  

●発達障害者支援センター、障害者職業センター、ハローワーク、障

害者就業・生活支援センターがそれぞれの役割に従い、発達障害者に

効率的に就労支援を行う。 

  新４－⑤－Ａに統合  
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事業・取組 概要 担当  事業・取組 概要 ※(参考)については、プログラム本文には記載しない 担当 

④ 企業に対する普

及・啓発【新規】 

企業向けセミナー等で発達障害の特性や発達障害者を雇用する際に

配慮すべきことなどを周知する。 

こ ど も ・

家 庭 支 援

課 、 発 達

障 害 者 支

援 セ ン タ

ー 、 障 害

自 立 支 援

課 

 新４－⑥に移動・

６－②に統合 

新４－⑥に移動（再掲）・６－②に統合  
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５ 相談支援の充実  ５ 相談支援の充実 

（現行の P.2） 

  発達障害者及びその家族に対して適切な助言や情報提供を行うため、相談支援事業所の周知や研修を

通じた相談員等の質の向上を図ることなどにより、相談支援体制を充実させるとともに、関係機関が連

携して連続性のある支援が行えるような仕組みづくりに取り組みます。 

（現行の P.11） 

  発達障害者及びその家族に対して、適切な助言や情報提供等を行う相談の場を充実させるとともに、

関係機関が連携して連続性のある支援を行う。 

 
発達障害者及びその家族に対して、適切な助言や情報提供等を行う相談の場を充実させるととも

に、安心して自立した地域生活を送るために関係機関が連携して連続性のある支援を行います。 

【こども・家庭支援課（障害児支援係）・発達障害者支援センター】 

 

現状と課題 

・相談支援の充実のためには、発達障害者支援事業だけではなく、他の社会福祉施策と一緒にその方策を考えていく必要がある。 

第１回連絡調整会議でいただいた御意見 

・市 HPに掲載するだけでなく、療育センター・各区で紹介すること等も必要と思う。 

・療育センターと各地域の相談支援事業所等が連携を取って相談窓口を情報提供していくことが必要と思う。 

・聴き取りシートは作成されていないが、利用できればより良い支援に繋がるのではと思う。 

・ペアレントメンター制度の実施について、Ｒ４年度までは実施できていないが、今年度は実施してほしい。 

 

事業・取組 概要 担当  事業・取組 概要 ※(参考)については、プログラム本文には記載しない 担当 

① 相談支援事業所 

の周知 

●障害児及び障害者の支援を行う相談支援事業所などについて、市ホー 

ムページ（「発達障害支援ネットひろしま」等）へ掲載する。 

こ ど も ・

家 庭 支 援

課 

 ① 相談支援事業所

の周知 

障害児及び障害者の支援を行う相談支援事業所などについて、市ホー

ムページ（「発達障害支援ネットひろしま」等）へ掲載するとともに、

各区相談窓口やこども療育センター等において周知を図る。 

 

こども・

家庭支援

課（障害

児支援係

） 

●また、各区相談窓口やこども療育センター等において周知を図る。 上記５－①に統合  

② 発達障害者相談

支援従事者研修の

実施 

相談支援事業所等の職員及び行政機関相談従事者に対して、身近な地 

域において的確な相談支援が可能となるよう、特性のアセスメントや支 

援方法のプランニングなどの研修を実施する。 

こ ど も ・

家 庭 支 援

課 、 発 達

障 害 者 支

援 セ ン タ

ー 

 ② 相談支援事業所

等における相談支

援の充実 

相談支援事業所等の職員に対して、身近な地域において的確な相談支

援が可能となるよう、特性のアセスメントや支援方法のプランニングな

どを内容とする発達障害者相談支援従事者研修を実施する。 

発達障害

者支援セ

ンター 

③ 相談窓口用聴き

取りシートの作成 

・導入【新規】 

発達障害者の相談窓口の職員が発達障害の特性等をその場で簡便に聴き

取り、的確な相談対応などに使用できる聴き取りシートを作成し、導入

する。 

こ ど も ・

家 庭 支 援

課 、 発 達

障 害 者 支

援 セ ン タ

ー 

 ③ 相談窓口用聴き

取りシートの作成 

・導入 

発達障害者の相談窓口の職員が発達障害の特性をその場で簡便に聴き取

り、的確な相談対応などに使用できる聴き取りシートを作成し、導入す

る。 

こども・

家庭支援

課（障害

児支援係

） 
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事業・取組 概要 担当  事業・取組 概要 ※(参考)については、プログラム本文には記載しない 担当 

    ④ 発達障害者家族

の集い等の開催 

※ 現行の６－③か

らここに移動 

Ａ １８歳未満の発達障害児の家族を対象として、障害の早期受容と支

援制度等の周知を図るため、同じ悩みを抱える家族同士が気軽に情報

交換ができる場（発達障害者家族の集い）を提供する。 

こ ど も ・

家 庭 支 援

課 （ 障 害

児 支 援 係

） 、 発 達

障 害 者 支

援 セ ン タ

ー 

 Ｂ １８歳以上の発達障害者の家族を対象とした情報交換ができる場

（思春期～成人期発達障害者家族の集い）を提供する。 

発達障害

者支援セ

ンター 

 Ｃ 思春期、青年期の発達障害者の家族等を対象に、心の理解や日常的

な相談援助の方法などに関する講座を開催する。 

こ ど も ・

家 庭 支 援

課 （ 障 害

児 支 援 係

） 

④ ペアレントメン

ター制度の実施 

【新規】 

発達障害のある子どもの子育て経験のある保護者が、その経験を活か

し、子どもが発達障害の診断を受けた保護者などに対して相談や助言を

行う「ペアレントメンター制度」を実施する。 

こ ど も ・

家 庭 支 援

課 、 発 達

障 害 者 支

援 セ ン タ

ー 、 こ ど

も 療 育 セ

ンター 

 ⑤ ペアレントメン

ター制度の実施 

発達障害のある子どもの子育て経験のある保護者が、その経験を活か

し、子どもが発達障害の診断を受けた保護者などに対して相談や助言を

行う「ペアレントメンター制度」を実施する。 

こども・

家庭支援

課（障害

児支援係

）、発達

障害者支

援センタ

ー 

⑤ 発達障害者オー

プン相談の場の運

営 

発達障害者を対象として、人と関わることのできる機会を提供すると

ともに、発達障害者が持つ悩みや不安に対する相談支援等を行う。 

こ ど も ・

家 庭 支 援

課 、 発 達

障 害 者 支

援 セ ン タ

ー 

 ⑥ 発達障害者オー

プン相談の場の運

営 

発達障害者を対象として、人と関わることのできる機会を提供すると

ともに、発達障害者が持つ悩みや不安に対する相談支援等を行う。 

こども・

家庭支援

課（障害

児支援係

）、発達

障害者支

援センタ

ー 

⑥ 継続した支援を

行うためのツール

の活用 

 

支援が必要となる発達障害者等のプロフィール、こども療育センター

での支援内容等を保護者が書き綴り、関係機関（医師、学校の教師等）

に提示できるサポートファイルをこども療育センター等で保護者に配付

するとともに、サポートファイルの意義や書き方などの研修会を開催す

る。 

こ ど も ・

家 庭 支 援

課 

 ⑦ 継続した支援を

行うためのツール

の活用 

 

支援が必要となる発達障害者等のプロフィール、こども療育センター

での支援内容等を保護者が書き綴り、関係機関（医師、学校の教員等）

に提示できるサポートファイルをこども療育センター等で保護者に配付

するとともに、サポートファイルの意義や書き方などの研修会を開催す

る。 

こども・

家庭支援

課（障害

児支援係

） 

⑦ 関係機関の連携

による支援の実施 

 

発達障害者支援センターが相談を受けているケース等について、ケ

ース会議等に参加し、支援の方向性などについて関係機関と検討し、

連携して支援を行う。 

こ ど も ・

家 庭 支 援

課 、 発 達

障 害 者 支

援 セ ン タ

ー 

 削除 

 

削除  
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事業・取組 概要 担当  事業・取組 概要 ※(参考)については、プログラム本文には記載しない 担当 

⑧ 情報提供の充実 

 

市ホームページ内の「発達障害支援ネットひろしま」において、発達障

害者への支援に関する情報（医療費補助等の福祉制度、相談支援事業所

等の相談窓口、就労支援の取組等）を集約し、リソースマップとして掲

載したり、パンフレットに相談支援機関の一覧を掲載するなど情報提供

の充実を図る。 

こども・家

庭支援課 

 ⑧ 情報提供の充実

（再掲） 

市民と市政などの広報紙及び市ホームページ内の「発達障害支援ネッ

トひろしま」、「特別支援教育」等に、発達障害の特性、広島市の取組

等を分かりやすく掲載する。 

併せて、発達障害者への支援に関する情報（医療費補助等の福祉制

度、相談支援事業所等の相談窓口、就労支援の取組等）を集約し、必要

な情報に簡単にたどり着けるよう、「発達障害支援ネットひろしま」を

整備する。（再掲） 

※ メインの掲載項目は６－④ 

こ ど も ・

家 庭 支 援

課 （ 障 害

児 支 援 係

） 、 特 別

支 援 教 育

課 

    ⑨ 発達障害者支援

センターの地域支

援機能の強化 

発達障害者が可能な限り身近な場所で必要な支援が受けられる体制を

整備するため、発達障害者地域支援マネジャーの発達障害者支援センタ

ーへの配置を進め、地域の相談支援機関等との協力関係を構築する。 

発 達 障 害

者 支 援 セ

ンター 

   ⑩ 強度行動障害を

有する者への支援

体制の整備 

自閉スペクトラム症や知的障害の方で強度行動障害を有する者へ適切

な環境調整や支援が継続的に提供されるよう、地域の支援体制整備を進

める。 

こ ど も ・

家 庭 支 援

課 （ 障 害

児 支 援 係

） 、 障 害

自 立 支 援

課 、 精 神

保 健 福 祉

課 、 発 達

障 害 者 支

援 セ ン タ

ー 
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６ 発達障害についての理解の促進と社会的障壁の除去の推進  ６ 発達障害についての理解の促進と差別解消等に向けた取組の推進 

（現行の P.2） 

  発達障害について市民、企業等の理解を促進するため、講演会の開催等普及啓発の充実に取り組むと

ともに、社会的障壁の除去に向けた取組を推進します。 

（現行の P.12） 

発達障害の特性、発達障害者及びその家族が抱える困難さ、発達障害者との関わり方等発達障害につ

いて市民の理解を促進するための講演会等を開催するとともに、発達障害者の家族の障害受容や社会的

障壁の除去に向けた取組を行う。 

 
発達障害の特性、発達障害者及びその家族が抱える困難さ、発達障害者との関わり方等発達障害に

ついて市民の理解を促進するための講演会等を開催するとともに、差別解消等に向けた取組を行いま

す。 

【障害福祉課・こども・家庭支援課（障害児支援係）・特別支援教育課・発達障害者支援センター】 

 

現状と課題 

・ 発達障害の認知度は高まりつつあるものの、個人ごとに特性は異なることや外見からでは分かりにくい部分もあるため、認知度の高まりが必ずしも理解に結びついていない状況があることから、より理解の促進を図

るための方法を検討していく必要がある。 

・ 発達障害の理解の促進については、市民、公的機関や相談支援事業所等の職員、家族に向けた取組を行ってきたが、必ずしも飛躍的に理解が進んでいない状況である。単発の啓発イベントだけでは広がりが見込めな

いので、効果的な啓発方法を検討する必要がある。 

第１回連絡調整会議でいただいた御意見 

・ 座学での講演会も勉強になるが、体験型の講座などで興味を持ってもらうことも必要ではないか。 

・ 疑似体験イベントも理解促進の一つの手だてではないか。 

 

事業・取組 概要 担当  事業・取組 概要 ※(参考)については、プログラム本文には記載しない 担当 

① 啓発イベントの

実施  

●市民を対象として、発達障害の特性、身近な地域での支援の重要性、発

達障害者との関わり方等について理解を促進するために、関係機関との連

携のもと専門家による講演会を実施する。 

こども・家

庭支援課、

教育委員会

特別支援教

育課、発達

障害者支援

センター 

 ① 啓発イベントの

実施  

Ａ 市民を対象として、「強度行動障害」などを含めた発達障害の特

性、身近な地域での支援の重要性、発達障害者との関わり方等につい

て理解を促進するために、関係機関との連携のもと専門家による講演

会を実施する。 

こども・家

庭 支 援 課

（障害児支

援係）、特

別支援教育

課、発達障

害者支援セ

ンター 

●世界自閉症啓発デー及び発達障害啓発週間に関連して、広島城のブル

ーライトアップ等を実施する。 

Ｂ 世界自閉症啓発デー及び発達障害啓発週間に関連して、広島城のブ

ルーライトアップ等を実施する。 

こども・家

庭 支 援 課

（障害児支

援係） 

② 市職員、公共施

設等職員、企業等

職員への啓発研修

の実施 

●各区相談窓口等の市職員を対象として、大人の発達障害に関する理解

と対応等についての研修やパンフレットの配付等を行う。 

精神保健福

祉 セ ン タ

ー、こども

・家庭支援

課、発達障

害者支援セ

ンター、こ

ども療育セ

ンター 

 ② 市職員、公共

施設等職員、企

業等従業員への

啓発研修等の実

施 

 各区相談窓口等の市職員、公共施設等職員、企業等従業員を対象とし

て、発達障害に関する理解と対応等についての研修等を行う。 

障害自立支

援課、精神

保健福祉セ

ンター、発

達障害者支

援センター 

●スポーツ、文化施設をはじめとする公共施設等の職員及び企業・事業

所の職員を対象として、発達障害に関する理解と対応等についての研修

やパンフレットの配付等を行う。 

上記６－②に統合  
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事業・取組 概要 担当  事業・取組 概要 ※(参考)については、プログラム本文には記載しない 担当 

③ 発達障害者家族

の集い等の開催 

 

 

 

●１８歳未満の発達障害者の家族を対象として、障害の早期受容と支援

制度等の周知を図るため、同じ悩みを抱える家族同士が気軽に情報交換

ができる場（発達障害者家族の集い）を提供する。 

こども・家

庭支援課、

発達障害者

支援センタ

ー、こども

療育センタ

ー 

 ５－④に掲載位置を

変更） 

 ５－④に掲載位置を変更  

●１８歳以上の発達障害者の家族を対象とした情報交換ができる場（成

人期発達障害者家族の集い）を提供する。 

５－④に掲載位置を変更  

●思春期、青年期の発達障害者の家族 を対象に、心の理解や日常的な

相談援助の方法などに関する講座を開催する。【新規】 

５－④に掲載位置を変更  

④ パンフレット等

の作成・配布 

●発達障害についての入門的な啓発用パンフレットを作成し、研修会等

での配布及び公共施設等への設置を行う。 

こども・家

庭支援課、

発達障害者

支援センタ

ー、こども

療育センタ

ー 

③ 小冊子等の作成 削除  

●発達障害者への具体的な対応例を掲載したパンフレットを作成し、研

修会等での配布及び公共施設等への設置を行う。 

削除  

●発達障害者やその家族がどこに行けばどのような支援、サービスを受

けることができるのかをまとめた小冊子を作成し、配布する。 

 発達障害者やその家族がどこに行けばどのような支援、サービスを受

けることができるのかをまとめた小冊子（リソースブック）を作成し、

市ホームページへ掲載する。 

こども・家

庭 支 援 課

（障害児支

援係） 

⑤ 情報発信 市民と市政などの広報紙及び市ホームページ内の「発達障害支援ネッ

トひろしま」、「特別支援教育」等に、発達障害の特性、広島市の取組

等を掲載する。 

こども・家

庭支援課、

教育委員会

特別支援教

育課 

 ④ 情報提供の充

実 

市民と市政などの広報紙及び市ホームページ内の「発達障害支援ネッ

トひろしま」、「特別支援教育」等に、発達障害の特性、広島市の取組

等を分かりやすく掲載する。 

併せて、発達障害者への支援に関する情報（医療費補助等の福祉制

度、相談支援事業所等の相談窓口、就労支援の取組等）を集約し、必要

な情報に簡単にたどり着けるよう、「発達障害支援ネットひろしま」を

整備する。 

こども・家

庭 支 援 課

（障害児支

援係）、特

別支援教育

課 

⑥ 障害者差別解消

法の周知【新規】 

障害者差別解消法に基づく社会的障壁の除去や合理的配慮の提供等に

ついて、市ホームページ（「発達障害支援ネットひろしま」等）へ掲載

するなど、周知を図る。 

こども・家

庭支援課、

障害福祉課 

⑤ 障害者差別解

消法等の周知 

障害者差別解消法や令和２年１０月に施行した広島市障害者差別解消

推進条例について、市ホームページ（「発達障害支援ネットひろしま」

等）へ掲載するなど、周知を図る。 

障 害 福 祉

課、こども

・家庭支援

課（障害児

支援係） 

 

 


